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平成 28 年 4 月 1 日より障害者差別解消法が施行されます
障害者差別解消法とは
　この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、
地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などにつ
いて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互
に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

　この法律では、主に次のことを定めています。
①国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止する
こと。
②差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
③行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対
応指針」を作成すること。
　また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解
消するための支援措置について定めています。

　障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付
けたりするような行為をいいます。
　また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明※があった場合には、負担になり
過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮（以下では「合理的配慮」
と呼びます。）を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権
利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
※知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすること
もできます。

●障害を理由とする不当な差別的取扱い（例）
障害を理由として、サービスの提供や入店を拒否しては
いけません。

●合理的配慮（例）
筆談や読み上げなど、ちょっとした配慮で助かる人がいま
す。

社会的障壁とは？
障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

①社会における事物（通行、利用しにくい施設、設備など）
②制度（利用しにくい制度など）
③慣行（障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など）
④観念（障害のある方への偏見など）
　　　　　　　　　　　　　などがあげられます。

　　概 要

　　障 害 を 理 由 と す る 差 別 と は ？

例　街なかの段差
3 センチ程度の段
差で車椅子は進め
なくなります。

例　書類
難しい漢字ばかり
では、理解しづら
い人もいます。

例　ホームページ
すべて画像だと読
み上げソフトが機
能しません。
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年金生活者等支援臨時福祉給付金を
４月１１日より申請受付致します！

◆　年金生活者等支援臨時福祉給付金とは？
「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい高齢者の方々を支援するた
めに臨時福祉給付金を支給致します。

◆　受付期間
　　平成２８年４月１１日（月）～平成２８年７月１１日（月）まで申請受付致します。

●　支給要件
　　①　支給対象者
　　　　平成２７年度分の住民税が課税されていない者の中で平成２９年３月３１日までに６
　　　５歳以上になる方。
　　　　　ただし、以下の方は除きます。

　　・　課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
　　・　生活保護の受給者である場合　など

　　②　支給額
　　　　・１人につき３０，０００円
　　③　基準日
　　　　・平成２７年１月１日

◆　申請方法
　１　申請書を入手
　　　臨時福祉給付金の申請書は天塩町役場福祉課福祉係窓口に設置しております。
　２　申請に必要なもの
　　①　印鑑
　　②　本人確認書類（住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証、旅券等の写し）
　　③　指定した口座が確認できる書類（金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）がわか
　　　る通帳やキャッシュカードの写し）
　　④　請求者が、扶養されている者であって扶養している者が町外在住の場合は、扶養して
　　　いる者の平成２７年度分の非課税証明書（納税証明書）
　３　給付金の受給
　　　支給要件を満たした場合は、申請書に記載した指定口座に入金されます。（原則口座振替
　　での支給となります。）

◆　問合せ先
　○　申請方法に関するお問い合わせ
　　　天塩町役場福祉課福祉係
　　　☎０１６３２－２－１００１（内線１３２、１３３、１３４）
　○　制度に関するお問い合わせ
　　　厚生労働省専用ダイヤル
　　　☎０５７０－０３７－１９２

『振り込め詐欺』や『個人情報の搾取』にご注意ください！
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後期高齢者医療の被保険者のみなさまへ
《平成２８年４月１日から、入院時の食事療養標準負担額が一部変わります。》
　◎住民税課税世帯の方の食事療養標準負担額（食事代）が

　　《平成２８年４月１日～》１食につき　２６０円→３６０円　に
　　《平成３０年４月１日～》１食につき　４６０円→４６０円　に　変更となります。
　　ただし、指定難病の方は、１食につき　２６０円　に　据え置かれえます。

入院した時の食事代など

●療養病床以外に入院したとき ●療養病床に入院したとき

区　分 食事療養標準負担額 区　分 生活療養標準負担額

住民税課税世帯 上記の◎のとおり 住民税課税世帯
（食費） 　1 食につき 460 円※ 2
（居住費）1 日につき 320 円

指定難病の方　※１ １食につき ２６０円 住
民
税
非
課
税
世
帯

　区分Ⅱ
（食費） 　1 食につき 210 円
（居住費）1 日につき 320 円

住
民
税
非
課
税
世
帯

区分Ⅱ

９０日までの
入院 １食につき ２１０円 　区分Ⅰ

（食費） 　1 食につき 130 円
（居住費）1 日につき 320 円

９０日を超える
入院 １食につき １６０円

 老齢福祉年金を
 受給されている方

（食費） 　1 食につき 100 円
（居住費）1 日につき 　0 円

　区分Ⅰ １食につき １００円

※１　都道府県の発行する指定難病の医療受給者証をお持ちの方

※２　一部医療機関では４２０円（受診する医療機関にお問い合わせください。）

《注意事項》
　（１）　住民税非課税世帯の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの場合の食

　　　事療養標準負担額（食事代）は、現行どおりの負担額となります。

　（２）　指定難病の方は、都道府県の発行する医療受給者証を医療機関へご提示ください。

　　　　指定難病の医療受給者証については、保健所（☎ 0164 － 42 － 8314　天塩支所 2 －

　　　1179）までお問い合わせください。

お問い合わせ

　　　　　天塩町役場　福祉課　保険係　☎ 2－ 1001　内線 137
　　　　　　または　北海道後期高齢者医療広域連合　☎ 011 － 290 － 5601



5

軽自動車税改正のお知らせ
　平成２８年度から軽自動車税が下記の内容に変更になります。納税義務者の方々におかれ
ましてはご理解とご協力を申し上げます。（不明な点がありましたら、役場住民課税務係☎
01632 － 2 － 1001 まで）

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税額

車両区分
税額（年額）

車両区分
税額（年額）

改正前 改正後 改正前 改正後

原動機付

自 転 車

50cc 以下 1,000 円 2,000 円 軽二輪（125cc 超～ 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円

50cc 超～ 90cc 以下 1,200 円 2,000 円 小型二輪車（250cc 超） 4,000 円 6,000 円

90cc 超～ 125cc 以下 1,600 円 2,400 円 小型特殊

自 動 車

農耕作業用 1,600 円 2,000 円

ミニカー 2,500 円 3,700 円 その他 4,700 円 5,900 円

三輪及び四輪以上の軽自動車の税額

車種区分

税額（年額）

改正前

改正後

H15.1.1 ～ H27.3.31 に
新規検査を受けたもの

（改正前と同じ）

H27.4.1 以後に新規
検査を受けたもの

（※下記参照）

新規検査から 13 年
を経過したもの（平成
14 年 12 月以前の車両）

三輪 3,100 円 3,100 円　 3,900 円　 4,600 円　

四輪

以上

乗用
営業用 5,500 円 5,500 円　 6,900 円　 8,200 円　

自家用 7,200 円 7,200 円　 10,800 円　 12,900 円　

貨物
営業用 3,000 円 3,000 円　 3,800 円　 4,500 円　

自家用 4,000 円 4,000 円　 5,000 円　 6,000 円　

※新規検査とは自動車が最初に受けた検査を指します。（車検証の初年度検査年月をご確認ください）

※中古車で購入された場合は、取得以前の年数も計算して 13 年経過しているか判断されます。

グリーン化特例対象者の税額
　平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までに新規検査を受けた軽自動車で、次の基準
を満たす場合は、平成 28 年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例（軽課）を適用します。（車
検証をご確認ください）

車種区分
税額（年額）

（1） （2） （3）

三輪 1,000 円　 2,000 円　 3,000 円　

四輪以上

乗用
営業用 1,800 円　 3,500 円　 5,200 円　

自家用 2,700 円　 5,400 円　 8,100 円　

貨物
営業用 1,000 円　 1,900 円　 2,900 円　

自家用 1,300 円　 2,500 円　 3,800 円　

（1）電気自動車・天然ガス軽自動車（平成 21 年排出ガス 10％低減）

（2）乗用：平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成（★★★★）かつ平成 32 年度燃費基準＋ 20％達成車

　　乗用：平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成（★★★★）かつ平成 27 年度燃費基準＋ 35％達成車

（3）乗用：平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成（★★★★）かつ平成 32 年度燃費基準達成車

　　乗用：平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成（★★★★）かつ平成 27 年度燃費基準＋ 15％達成車

※（2）・（3）については、揮発油（ガソリン）を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
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まち
の話題

3 月 9日（水）

天塩町赤十字奉仕団介護タオル寄贈
　天塩町赤十字奉仕団、草刈房子委員長ら 3
名が町立病院を訪れ、野崎事務長に入院患者
用手作り介護タオル約 9,000 枚を寄贈しま
した。同奉仕団は毎年事業の一環として、家
庭で不要になったタオルを集め、介護タオル
作りを行っています。介護タオル作りは、会
員の皆さんが自宅で裁断し、裁断したタオル
を持ちより、約 30センチ四方の大きさに縫
いあげました。
　介護タオルを手渡された野崎事務長は、「毎
年たくさんありがとうございます。大変助か
ります。」とお礼を述べていました。

3月 7日（月）

水槽付ポンプ自動車納車
　北留萌消防組合消防署天塩支署に水槽付ポ
ンプ自動車が納車されました。
　現在使用している車両は、昭和 62年 9月
に納入された車両で、長年の使用で老朽化が
著しいため、今回車両更新を行いました。
　購入金額 35,630,000 円は、電源立地地域
対策交付金を活用しました。

3月 12日（土）

第 66回全日本下の句歌留多協会大会
　札幌市定山渓グランドホテルで開催され
た、全日本下の句歌留多協会大会で、天龍歌
留多倶楽部（島地貴会長）が優勝、準優勝の
栄誉に輝きました。
　本大会には 56チームが参加し、熱戦の末、
7年ぶりに見事優勝を手にしました。
　結果は以下のとおりです。（敬称省略）

優　勝　天龍の桜
　（畠山　賢太、石山　直人、森田　禎巳）
準優勝　天龍の桃
　（池端　健至、小澤　志織、池端　静香）

3月 13日（日）

第 3回天塩町フェスタ
　第 3回天塩町フェスタが同実行委員会の
主催により、社会福祉会館で開催され、約
300 人の来場者で賑わいました。
　同実行委員会は、天塩かわまちづくり検討
会のメンバーを中心に町民有志で結成され、
昨年 3月に初開催された、町民主導のイベ
ントです。
　会場には食コーナー、遊びコーナー、エク
ササイズコーナーなどが設けられ、来場者は
お目当てのコーナーで楽しみました。
　昼食は、名寄市の農園レストラン「食工房
おると」の出張ランチバイキングが行われ、
天塩産鮭の山漬けやべこちちＦＡＣＴＯＲＹ
の牛乳、チーズ、てしおキムチ工房のキムチ
など、地場産の材料を使った料理を堪能しま
した。
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【「天塩町における農村の維持・活性化方策」が取りまとめられました】
～北海道開発局が実施「平成２７年度北海道開発計画調査」～

　北海道開発局が実施した「平成２７年度北海道開発計画調査」のモデル地域に選定された天塩町の
「農村の維持・活性化方策」が取りまとめられ、平成２８年２月２３日、天塩町役場において、長瀬

副町長、ＪＡ天塩佐藤組合長を始めとする関係機関の皆さん
に開発局の北田開発調査課長から手交されました。
　本方策は、厳しい人口減少傾向にある天塩町において、「ど
うしたら農業の担い手を確保できるのか」「もっと天塩町農業
を、多くの人に知ってもらうにはどうしたらよいのか」など
の地域農業の課題について、酪農学園大学の吉岡徹准教授を
座長とし、町内の農業関係者や商工会、金融機関関係者等が
委員として参加し、３回の検討委員
会の議論を経て、策定されました。

　検討委員会では、「毎年何戸もの農家がやめていくので、就農希望者を受
け入れ、確実に引き継いでいくような制度を」「忙しい中でも、自分の経営
や地域の農業を考える機会が必要」「地元農産物の加工や調理を試してみた
いという町民が気軽に使える施設が必要」「若い女性農業者のハートを掴む

ような取組が効果的」など、様々な意見が出
され、方策に盛り込まれました。
　２月２３日の手交の際には、北田開発調査
課長から、「本年４月に『天塩町農業支援セ
ンター』が設置され農業の振興に期待が集ま
る中、検討委員会で議論された方策を着実に進めてほしい」と、関係
機関の代表者に協力を要請しました。
　また、翌２４日には開発局開発監理部を訪問した浅田町長が本方策
を受け取り、天塩町農業の維持・発展に向けた本方策活用について難

波江開発監理部次長と意見交換しました。
　町では、天塩町農業の振興のため、この方策を活用していくこととしています。

 

 

具
体
的
か
つ
優
先
度
を
考
慮
し
た
取
組

  大きな
課題

○地域農業の未来を考える機会の創出
　・ライフプラン説明会を実施
　・経営移譲意向調査の実施
　・離農後安心して暮らせる環境づくり
○第三者継承をサポート
　・就農相談窓口の一本化
　・継承支援チームの編成
　・適切なマッチング
　・スムーズな資産継承
○研修の受入制度を検討
　・一定期間天塩町にとどまる研修制度
　・新規就農認定要件の緩和
○天塩町就農情報の発信
　・内容の刷新とターゲットの明確化
　・広域連携での呼び込み

○酪農イメージの発信不足解消
　・酪農をイメージさせる商品ＰＲ充実
　・牛乳・乳製品の開発検討
○農産品の活用による地域活性化
　・牛乳・乳製品と連携した商業・観光
　　等の振興
　・牛乳・乳製品以外の農作物の活用
　・町民の「やってみたい」を叶える
　　施設の整備
○都市との交流による地域活性化
　・田舎暮らし、農業を知ってもらう
　　都市部若者との交流事業実施
○移住者を呼び込む生活面の魅力向上
　・女性農業者や若者からみた生活面の
　　魅力向上施策の検討

農業後継者・担い手の確保 天塩町農業の魅力向上

◎町内外から新規就農希望者を受入れ、育て、農地を継承し、地域に若い世代が定着
◎主要産業である農業の発展と他の産業との連携で、町全体が活性化

  

【天塩町における農村の維持・活性化方策の概要】

天塩町　農村の維持・活性化



8

平成２８年　4 月　町民カレンダー
日 月 火 水 木 金 土

休み
生ゴミ

ペットのふん
一般ごみ

資源ごみ
紙おむつ等
衣類等

生ごみ
ペットのふん

農村地区 休み

3 月   27 28 29 30 31 4 月　 1 2
■天塩町認定
　こども園
　開園式・入園式
■こがら児童クラブ
　入所式

3 4 5 6 7 8 9
■雄信内保育所
　入所式

■各小中学校
　入学式・始業式
■農村巡回ドック
■エキノコックス
　症検診

〔ふれあいセンター〕

■農村巡回ドック
■エキノコックス
　症検診

〔ふれあいセンター〕
■いきいきサロン
　10 時

〔雄信内老人憩いの家〕
■ 1 歳 6 ヵ月時健診
■ 3 歳時健診
　12 時 30 分　
■乳児健診
　12 時 50 分

〔ふれあいセンター〕
■小児科外来
　13 時～ 16 時

10 11 12 13 14 15 16
■眼科外来
　13 時～ 16 時

■おでかけサロン
　10 時

〔老人福祉センター〕

■春の総合健診
〔ふれあいセンター〕

■はまなす学園大学
　10 時 30 分
　〔福祉会館〕

■春の総合健診
〔ふれあいセンター

■運転免許更新時
　講習

〔 豊 富 町 定 住 支 援
センター〕

・優良 13 時
・一般 14 時
・違反 15 時 30 分

17 18 19 20 21 22 23
■夕映サロン
　13 時

〔てしお温泉夕映〕

■おでかけサロン
　10 時

〔雄信内老人憩いの家〕
■眼科外来
　13 時～ 16 時

24 25 26 27 28 29 30
■いきいきサロン
　10 時

〔老人福祉センター〕
■夕映健康相談
　13 時 30 分

〔てしお温泉夕映〕

■産婦人科外来
　13 時～ 16 時

■昭和の日
■鏡沼海浜公園
　オープン式＆
　クリーンアップ
　作戦

〔鏡沼海浜公園〕

「あいあいクラブ」★印は天塩　◆印は雄信内
（天塩：毎週火曜・水曜・木曜 10 時～ 12 時）

場所：子育て支援センター（天塩保育所内）
（雄信内：毎週月曜日 10 時～ 12 時）

場所：雄信内保育所

★

★ ★

★

★

★

★

■日程は変更となる場合がありますので、ご確認ください。
■ごみは当日の朝 8 時までに出してください。
■壁など見やすいところに貼ってご利用ください。

★

◆ ★ ★

★◆

◆

◆

★
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～大腸がん検診を受診しませんか？

　現在日本では約 2人に 1人ががんにかかり、約 3人に 1人ががんで亡くなるといわ

れています。大腸がんは近年日本で増加しており、がんによる死亡原因のうち、男性で

は 3位、女性では 1位と多くを占めています。大腸がんは早期発見・早期治療で 95％

以上が完治しますが、多くのケースは症状が進行してから発見されています。ぜひ 1

年に 1度の受診をお勧めします。

症状はあるの？
　大腸がんは進行するまでほとんど自覚症状がありません。だからこそ検診で早期に発

見する必要があります。代表的な症状としては血便、下痢や便秘などの便通異常、腹痛、

腹部のしこり等が現われます。

どんな検査なの？
　便潜血検査（便に潜む血液の有無を調べる検査）、いわゆる検便を行います。自宅で

採取した 2日間分の便を提出し、便中に血液が混じっていないかどうかを調べます。

食事の制限もない簡単な検査です。

　2回のうち 1回でも陽性になれば、「要精密検査」となり、多くの場合、大腸内視鏡

検査を受けることになります。

どこで受けることができるの？
　天塩町では春・秋の総合健診を実施しています。また、天塩町立病院でも上記の検査

を実施していますので詳しくは直接お問合せください。（事前の予約が必要になります）

日　程 場　所

　春の総合健診 　4月 15 日（金）、16日（土）

　天塩町保健ふれあいセンター

　秋の総合健診 　10月 7日（金）、8日（土）

　※　受付期間や申込み方法等は近くなりましたら回覧でご案内します。

健 康

こんにちは　保健師です

～行事祭典等で食品を取り扱う方へ～
臨時営業で取扱いできる品目が変わりました。
これまで許可していた品目でも次のような場合は、注意が必要です。

・調理に多量の水を必要とする食品
・その後の工程で十分加熱されない食品を手指等で直接触れる調理工程がある場合
・手打ちそばを提供する場合　・寿司、刺身を取り扱う場合　・調理設備が複数ある場合
この他にも取扱いが変わったものがありますので申請前に保健所で確認をしてください。

【問合せ】北海道留萌保健所生活衛生課主査（食品保健）☎ 0164 － 42 － 8331
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（3）
調
理
師
試
験
入
力
通
知
書

1
部

《
問
合
せ
》

北
海
道
留
萌
保
健
所
企
画
総
務
課
企

画
係

☎
０
１
６
４

－

４
２

－

８
３
２
６

北
海
道
天
塩
地
域
保
健
支
所

☎
０
１
６
３
２

－

２

－

１
１
７
９

　

札
幌
国
税
局
で
は
、
国
税
局
や
税

務
署
に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ

ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
国
税
専
門
官

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
の
採
用
試
験
の
概
要

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

■
受
験
資
格

（1）
昭
和
61
年
4
月
2
日
か
ら
平
7
年

4
月
1
日
生
ま
れ
の
者

（2）
平
成
7
年
4
月
2
日
以
降
生
ま
れ

の
者
で
大
学
を
卒
業
し
た
な
ど
別
に

定
め
る
者

■
申
込
受
付
期
間

調
理
理
論
に
つ
い
て
筆
記
試
験
を
行

い
ま
す
。

■
受
験
願
書
の
提
出
先
及
び
受
付
期

間【
提
出
先
】

　

札
幌
市
、
旭
川
市
、
函
館
市
、
小

樽
市
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、
そ
の

市
の
保
健
所
、
そ
の
他
の
市
町
村
に

住
所
を
有
す
る
者
は
、
上
記
を
除
く

最
寄
り
の
保
健
所
又
は
支
所

【
受
付
期
間
】

平
成
28
年
5
月
9
日
（
月
）
～

平
成
28
年
5
月
20
日
（
金
）

※
郵
送
の
場
合
は
、
平
成
28
年
5
月

20
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限

り
ま
す

■
提
出
書
類

（1）
調
理
師
試
験
受
験
願
書

1
部
（
６
，
９
０
０
円
分
の
北
海
道

収
入
証
紙
を
貼
付
）

※
裏
面
は
調
理
業
務
経
歴
証
明
蘭
と

な
っ
て
い
ま
す

（2）
調
理
師
試
験
受
験
者
整
理
カ
ー
ド

1
部
（
出
願
前
3
ヶ
月
以
内
に
脱
帽

し
て
、
正
面
上
半
身
を
撮
影
し
た
写

真
を
貼
付
）

■
試
験
日
時

平
成
28
年
8
月
23
日
（
火
）

午
後
1
時
30
分
～
午
後
4
時
ま
で

■
試
験
地

稚
内
市
（
天
塩
町
、
遠
別
町
に
住
所

が
あ
る
受
験
者
）

■
受
験
資
格

　

学
校
教
育
法
第
57
条
（
高
等
学
校

入
学
資
格
）
に
規
定
す
る
者
で
、
多

数
人
に
対
し
て
飲
食
物
を
調
理
し
て

供
与
す
る
学
校
、
病
院
等
の
施
設
又

は
飲
食
店
営
業
、
そ
う
ざ
い
製
造
業

等
に
該
当
す
る
営
業
に
お
い
て
平
成

28
年
5
月
20
日
ま
で
に
2
年
以
上
調

理
の
業
務
に
従
事
し
た
者

■
試
験
科
目
及
び
試
験
方
法

　

食
文
化
概
論
、
公
衆
衛
生
学
、
栄

養
学
、
食
品
学
、
食
品
衛
生
学
及
び

☎
役場の電話番号

2 ‐ 1001
掲載を希望される方へ

5月号に掲載を希望する方は
4月 15日（金）までにお知
らせください。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

4
月
1
日
（
金
）
午
前
9
時
～
4
月

13
日
（
水
）〔
受
信
有
効
〕

■
第
1
次
試
験

【
試
験
日
】

平
成
28
年
5
月
29
日
（
日
）

【
試
験
種
目
】

基
礎
能
力
試
験
、
専
門
試
験
（
多
肢

選
択
式
及
び
記
述
式
）

■
第
1
次
試
験
合
格
者
発
表
日

平
成
28
年
6
月
28
日
（
火
）
9
時

■
第
2
次
試
験

【
試
験
日
】

平
成
28
年
7
月
12
日
（
火
）
～
7
月

20
日
（
水
）
の
う
ち
指
定
す
る
日

【
試
験
種
目
】

人
物
試
験
及
び
身
体
検
査

■
最
終
合
格
発
表
日

平
成
28
年
8
月
22
日
（
月
）

《
問
合
せ
》

札
幌
国
税
局
人
事
第
2
課
採
用
担
当

☎
０
１
１

－

２
３
１

－

５
０
１
１

（
内
線
２
３
１
５
）

又
は

稚
内
税
務
署
総
務
課

☎
０
１
６
２

－

３
３

－

１
１
５
５

　

防
災
士
と
は
、
社
会
の
様
々
な
場

で
減
災
と
社
会
の
防
災
力
向
上
の
た

め
の
活
動
が
期
待
さ
れ
、
か
つ
、
そ

の
た
め
に
十
分
な
意
識
・
知
識
・
技

能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
日
本
防
災
士
機
構
が
認
定
し
た

人
た
ち
で
す
。

　

今
後
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
大
震
災

や
気
象
災
害
に
備
え
て
、
減
災
と
社

会
の
防
災
力
向
上
を
目
指
し
活
動
す

る
防
災
士
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
に

欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
り
ま
す
。

■
防
災
士
に
求
め
ら
れ
る
役
割

　

防
災
士
に
は
家
庭
・
職
場
・
地
域

の
様
々
な
場
で
多
様
な
活
躍
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

・
災
害
時
、
公
的
支
援
が
到
着
す
る

平
成
28
年
度
調
理
師

試
験
受
験
案
内

北
海
道
留
萌
保
健
所

申込専用アドレス　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

国
税
専
門
官
募
集
の

お

知

ら

せ

札
幌
国
税
局

防
災
士
研
修
講
座

の

ご

案

内

防
災
士
研
修
セ
ン
タ
ー
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福祉の助成制度について
天塩町では、平成２８年度においても次の助成制度を実施いたします。
対象となる方は、必要なものをご用意され手続きを行ってください。

４月１日（金）より
手続きを受け付けます

「てしお温泉夕映」いきいき入浴券
次の方に、てしお温泉夕映の入浴券を交付しま
す。
【対 象 者 】

【交付枚数】

【交付手続】

天塩町に住民登録されていて、次の
いずれかに該当する方
①満７０歳以上の方
②身体障害者手帳１級又は２級の方
③療育手帳Ａ判定の方
④精神障害者保健福祉手帳１級の方
⑤介護認定で要介護認定された方
年間１８枚を限度に交付します。
※交付した月によって枚数が変わり
ます。
交付を希望される方は、印鑑と【対
象者】①～⑤を証明できる手帳等を
持って、役場福祉係または雄信内支
所で手続きしてください。

ハイヤー運賃助成券
次の方に、ハイヤーチケット（基本料金の９割
を助成）を交付します。
※天塩ハイヤー利用の場合のみ有効となります。
【対象者】

【交付枚数】

【必要書類】

【申請手続】

【使用方法】

天塩町に住民登録されていて、次の
いずれかに該当する方。
①身体障害者手帳を持っている方で
・肢体不自由の障害が１級～４級
・その他の障害が１級～２級の方
②介護認定された方のうち、要介護
１以上で住民税非課税世帯の方
③上記以外の方で満７０歳以上の方
①②の対象者
年間３０枚を限度に交付します。
※交付した月によって枚数が変わり
ます。
③の対象者
年間１２枚
①②の対象者
交付を希望される方は、印鑑と【対
象者】①～②を証明できる手帳等
③の対象者
交付を希望される方は、印鑑と保険
証等年齢確認のできるもの
役場福祉係または雄信内支所で手続
きしてください。
平成２７年度よりチケットを複数枚
利用して精算できます。
※チケットにて精算時、お釣りは出
ませんのでご注意ください。

【問合せ】役場福祉課　福祉係　☎２－１００１（内線１３３）

ま
で
の
被
害
の
拡
大
の
軽
減

・
災
害
発
生
後
の
被
災
者
支
援
活
動

・
平
常
時
の
防
災
意
識
の
啓
発
、
自

助
・
共
助
活
動
の
訓
練

■
防
災
士
の
活
動
内
容

　

防
災
士
の
活
動
の
場
は
広
く
、
被

災
地
へ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
た

り
、
地
元
で
防
災
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

地
域
や
児
童
へ
の
防
災
教
育
に
取
り

組
ん
だ
り
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。

■
受
講
資
格

受
講
に
関
し
て
、
年
齢
や
職
業
等
の

条
件
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

■
受
講
日

平
成
28
年
6
月
11
日
（
土
）
～
12
日

（
日
）
2
日
間

■
受
講
会
場

北
海
道
建
設
会
館
（
札
幌
市
中
央
区

北
4
条
西
3
丁
目
1
番
地
）

■
研
修
講
座
の
内
容

「
自
宅
学
習
（
履
修
確
認
レ
ー
ポ
ー

ト
、
試
験
対
策
学
習
）」
と
「
会
場

研
修
」
の
2
本
立
て
で
構
成
。

※
受
講
日
程
、
受
講
料
金
等
、
詳
細

に
つ
い
て
は
、防
災
士
研
修
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》

防
災
士
研
修
セ
ン
タ
ー

☎
０
３

－

３
５
５
６

－

５
０
５
１

防災士研修センターＨＰ　http://www.bousaishi.net/
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●
恵
愛
荘
へ

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
）

天
塩
町
女
性
団
体
連
絡
協
議
会

８
丁
目
シ
ニ
ア
倶
楽
部

●
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
へ

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
）

山
手
裏
3　
　

園
田　

一
治
さ
ん

山
手
裏
４　
　

来
田　

和
雄
さ
ん

　

４
月
は
新
た
な
出
会
い
の
季
節

で
す
。
入
進
学
、
社
会
に
出
る
人
、

希
望
と
不
安
を
抱
え
な
が
ら
の
ス

タ
ー
ト
で
す
。
新
た
な
友
人
、
新
た

な
勉
強
、
新
た
な
仕
事
な
ど
、
様
々

な
こ
と
が
待
ち
受
け
て
い
ま
す
。
良

「再生紙使用」
●企画と編集　天塩町役場 企画商工課 企画広報係（〠 098 － 3398 天塩町新栄通 8 丁目） ●印刷　天塩共同印刷（企）
●ホームページ　http://www.teshiotown.hokkaido.jp/　● e-mail からのお問い合わせは、HP お問合せフォームをご利用ください。

人　口　3,257 人　（－ 5）

　男　　1,642 人　（ー 5）

　女　　1,615 人　（± 0）

世帯数　1,581 人　（－ 3）

2月末

・わたしたちのまち・ き
友
人
、
良
き
理
解
者
を
見
つ
け
、

新
た
な
道
を
進
ん
で
行
き
た
い
で

す
ね
。

　

私
ご
と
で
す
が
、
平
成
23
年
８

月
号
よ
り
広
報
誌
を
担
当
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
今
号
を
持

ち
ま
し
て
広
報
誌
か
ら
離
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
楽
し
く
読
み

や
す
い
広
報
誌
づ
く
り
を
目
指
し

て
き
ま
し
た
が
、
余
り
実
践
出
来

な
か
っ
た
様
に
思
い
ま
す
。

　

今
ま
で
広
報
誌
を
見
て
い
た
だ

き
ま
し
た
皆
様
に
こ
の
場
を
お
借

り
し
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

ま
た
、
今
後
も
広
報
誌
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。　
　
　
（
Ｓ
）

編

集

後
記

　
ご
厚
志

　
　
あ
り
が
と
う

　
　
　
ご
ざ
い
ま
す

●
天
塩
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
愛
情
銀
行
へ

【
香
典
返
し
と
し
て
】

中
川
町　
　

吉
田　

弘　

さ
ん

南

町　
　

神
田　

邦
子
さ
ん

川
崎
市　
　

立
花　

孝
志
さ
ん

南

町　
　

三
村　

文
男
さ
ん

南
更
岸　
　

福
原　

利
幸
さ
ん

●
恵
愛
荘
へ

南
川
口　
　

須
藤　

憲
司
さ
ん

東
産
士　
　

早
坂　

正
一
さ
ん

振

老　
　

藤
澤　

幸
雄
さ
ん

吟
友
会

おくやみ
奥山　三郎　さ

ん   　　　 87 歳　南更岸

神田　勉　　さ
ん   　　　 66 歳　南　町

三村　アキ子さ
ん   　　　 83 歳　南　町

早坂　キク子さ
ん   　　　 87 歳　東産士

・ひ/と/の/う/ご/き・

　

警
察
で
は
テ
ロ
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
、
全
国
各
地
で
次
の
取
組
を

行
っ
て
い
ま
す
。

■
警
察
の
取
組

・
テ
ロ
関
連
情
報
の
収
集
、
分
析

・
テ
ロ
企
画
者
な
ど
の
入
国
を
阻
止
す

る
水
際
作
戦

・
銃
器
対
策

・
爆
発
物
の
原
料
と
な
り
得
る
化
学
物

質
の
取
扱
事
業
者
へ
の
協
力
要
請

・
公
共
交
通
機
関
や
大
規
模
集
客
施

設
な
ど
の
管
理
者
と
連
携
し
た
ソ
フ

ト
タ
ー
ゲ
ッ
ト
対
策

・
重
要
施
設
に
対
す
る
警
戒
警
備

■
サ
ミ
ッ
ト
警
備
に
向
け
た
お
願
い

・
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
に
伴
い
、

空
港
や
港
、
駅
な
ど
の
警
戒
警
備
が

強
化
さ
れ
ま
す
。
皆
様
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

・
不
審
な
人
や
車
、
物
な
ど
を
発
見
さ

れ
た
場
合
は
、
警
察
へ
の
通
報
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
警
備

に
理
解
と
協
力
を

天
塩
警
察
署

自動車税の納期限は 5月 31 日（火）です。
忘れずに納期限までに納めましょう。

　自動車税は 4 月 1 日現在、運輸支局に登録されている所有者（所有権留保付自動車の場
合は使用者）に課税される税金です。
・自動車税納税通知書の発付日は、5 月 6 日（金）です。
　お手元に届かない場合は、札幌道税事務所自動車税部（☎ 011 － 746 － 1190）までご
連絡ください。
・自動車税納税通知書は、金融機関や郵便局のほか、指定のコンビニエンスストアで納める
ことができます。

【問合せ】　留萌振興局税務課　☎ 0164 － 42 － 8418（8 時 45 分～ 17 時 30 分）


